
◎独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律 
（平成一八年三月三一日法律第二七号）   

一、提案理由（平成一八年二月二四日・衆議院経済産業委員会） 

○二階国務大臣 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律案につ

きまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 

 知的財産立国の実現を図る上で、近年、中小企業等における特許等の工業所有権に関

する理解の増進や人材の育成の重要性がますます高まっております。こうした中で、独

立行政法人工業所有権情報・研修館がその業務を一層効率的かつ効果的に行うことがで

きるよう、所要の規定を整備する必要があります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 本法律案は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務の効率性や機動性を一層高

めることにより、工業所有権に関する情報の提供、人材の育成を促進するため、同法人

を、業務運営の面でより自由度の高い特定独立行政法人以外の独立行政法人、いわゆる

非公務員型の独立行政法人にするとともに、その役職員の守秘義務に関する規定等所要

の規定の整備を行うものであります。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院経済産業委員長報告（平成一八年三月一七日） 

○石田祝稔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、知的財産立国の実現に向け、独立行政法人工業所有権情報・研修館がその業

務を一層効率的かつ機動的に行うことができるようにするため、同法人をいわゆる非公

務員型の独立行政法人とするとともに、その役職員について従前と同様の秘密保持義務

を課すなどの措置を講じるものであります。 

 本委員会においては、去る二月二十四日二階経済産業大臣から提案理由の説明を聴取

し、三月八日に審査を行い、質疑を終了いたしました。本日、討論を行い、採決を行っ

た結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成一八年三月三一日） 

○加納時男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務の効率性や機動性を高める

ため、同法人をいわゆる非公務員型の独立行政法人にするとともに、所要の規定の整備

を行うものであります。 

 委員会におきましては、現行の情報・研修館を非公務員型にしなければならない根拠、

非公務員型独立行政法人への移行が受益者負担増になることへの危惧、独立行政法人職



員の違法行為に対する国の責任、国家賠償法適用の有無等について質疑が行われました

が、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終わり、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して藤末委員より

反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 


